
精神保健福祉法の改正について（H26 年 4 月施行分） 

制度対策部保険委員会 

精神保健福祉法が H25年に加一誠され，H26年 4月より一部施行される内容がある．今回の診療報酬改定と

も関連しており，また，今後の精神保健福祉施策の動向も含め重要な内容を含んでいるので，精神障害者に関わ

る作業療法士には確認していただきたい．  

概要は以下の通りである． 

 

指針の策定 

指針の柱は４つ．詳細は「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」で取りまと

められており，厚労省のHPで確認できる． 

 

 

 

 

 

 

 



① 病床機能分化 

 

1年未満の入院患者の早期退院と 1年以上の長期入院患者の退院支援につながる診療項目が基本的に評価，見直

しされた．さらに退院患者が地域移行支援できるよう重点的に評価された． 

 

② 居宅等の保健医療サービス及び福祉サービス 

� 外来医療体制の整備，地域医療連携 

� アウトリーチ（多職種チームによる訪問支援） 

� 精神科救急医療体制の整備 

� 一般医療機関との連携 

� 保健所や精神保健福祉センターなどにおける相談や訪問支援 

� 障害福祉サービス事業者と医療機関の連携 

�  

③ 医療従事者と精神保健福祉従事者との連携 

� 多職種との適切な連携 

� 人材の育成と質の向上 



 

精神障害者地域生活支援広域調整等事業は都道府県が主体となる事業．医療にかかる分は今回の診療報酬改定で

一部診療報酬化された．その他にかかる事業費は，介護報酬・支援費の改定時に報酬化されると考える． 

 

保護者制度廃止 

� 保護者制度が家族等制度に変わったわけではない． 

� 保護者に義務規定・権利既定のうち，退院請求権に係る規定のみ，改正後も存置 

�  

医療保護入院の見直し 

病院管理者に責務規定を設けた． 



 

医療保護入院の見直しの概要 

 

① 退院後生活環境相談員の選任⇒診療報酬改定とリンク 

� 相談員は退院支援の中心的役割を果たし，多職種連携のための調整と行政機関を含む院外の期間との調整に

努める． 

� 選任にあたっては家族等の意向に配慮する． 

� 配置の目安は，相談員 1人につき，概ね 50人以下の医療保護入院患者を担当する（常勤換算としての目安）

とし，医療保護入院患者 1人につき 1人の相談員を入院後 7日以内に選任すること． 

� 資格は，(1)精神保健福祉士，(2)看護職員（保健師を含む），作業療法士，社会福祉士として精神障害者に関

する業務に従事した経験を有する者，(3)3年以上精神障害者及びその家族などとの退院後の生活環境につい

ての相談及び指導に関する業務に従事した経験を有するものであって，かつ，厚生労働大臣が定める研修を

修了した者（経過措置あり）． 

� 業務は，(1)入院時の業務，(2)退院に向けた相談支援業務，(3)地域支援事業者等の紹介，(4)医療保護入院者

退院支援委員会業務（会議の開催や運営の中心的役割，記録作成），(5)退院調整，(6)その他（定期病状報告

など） 

 

② 地域支援事業者との連携 

� 事業者として，相談支援専門員，介護支援専門員のいる事業所を網羅的に規定している． 

 

③ 医療保護入院退院支援委員会⇒診療報酬改定とリンク 

� 対象者は，医療保護入院患者の内，(1)入院 1年未満で入院届に添付する入院診療計画書に記載した推定され



る入院期間を経過する者，(2)在院期間が 1年未満で委員会が設定した推定される入院期間を経過する者，(3)

病院管理者が必要と認める者． 

� 出席者は，(1)主治医，(2)看護職員，(3)退院後生活環境相談員，(4)病院管理者が出席を求める当該病院職員，

(5)患者本人，(6)患者の家族等，(7)地域援助事業者． 

� 開催は，本人に通知し，カルテに記載． 

� 審議は，(1)入院継続の有無の必要性とその理由，(2)推定される入院期間，(3)退院に向けた取り組み． 

� 各種様式等の作成見直し． 

� 平成 26年 4月 1日から適用． 

 

入院診療計画書 

児童・思春期については別書式となっている． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



退院支援委員会関係書類 

開催案内 

 

会議記録 

 

結果通知 

 

 


